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新型コロナウイルス感染症対策協力金について 
 

 

 

１ 対象者 

 新型コロナウイルス感染症「愛知県緊急事態措置」に基づき、施設の休止や営業時間短縮の

要請を受けた施設を運営する愛知県内に事業所を持つ中小企業者、個人事業主、特定非営利活

動法人及びその他法人 

 

２ 交付額 

１事業者あたり５０万円（県２５万円、市２５万円） 

 

３ 申請方法 

令和２年５月７日（木）から６月３０日（火）までに、申請に必要な書類一式を、簡易書留

など郵便物を追跡できる方法で、知多市商工振興課まで提出 

※持参提出のための外出や対面受付における新型コロナウイルス感染リスクを考慮し、申請

書の提出は郵送のみとさせていただきます。 

※協力金交付条件・申請方法等については、市ホームページをご参照ください。 

 

４ お問い合わせ 

・協力金の申請方法については、知多市役所商工振興課 

 

・休業要請・協力金の対象については、県民総合相談窓口（０５２－９５４－７４５３） 

商工振興課 
担当：観光チーム 星野 

（０５６２－３６－２６６４） 

知多市は、愛知県の発表した「新型コロナウイルス感染症対策協力金」について、愛知

県と連携して協力金を交付します。 

 


